（様式１）
第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿

申請者
所在地
代表者氏名　　　　　　　　　　  　


令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
交付申請書

標記補助金の交付を希望しますので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第５条及び文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

　１　事業の区分

　２　事業の名称

　３　実施期間
令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで


※事業内容に応じて、その他必要な書類を添付すること。
担当者氏名
連　絡　先



（様式２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    第　　　　　   号

補助金交付決定通知書

　　　　　　　　　（補助事業者名）

令和　　年　　月　　日付け　第　　号で申請のあった令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第６条第１項及び第８条並びに文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第６条の規定により、下記のとおり交付することに決定したので通知します。

　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　文化庁長官　　　　　　　　　

記

１．この補助金の交付の対象となる事業は、令和　　年　　月　　日付け　　第　　号（以下「申請書」という。）で申請のあった事業とし、その内容は（下記のとおり修正するほか）申請書に記載された事業計画とする。

２．補助対象経費の補助金の額は、次のとおりである。ただし、補助事業の内容の変更により補助対象経費が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
補助事業に要する経費   金               円
補助対象経費           金               円
補助金の額             金               円

３． 補助金の額の確定額は、上記２の補助対象経費の実支出額（債務の確定した支出予定額を含む。）に補助率を乗じて得た額又は補助金の額（金額が変更されたときは、変更後の額とする。）のいずれか低い額とする。

４．補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度の３月３１日までに完了しなければならない。

５．補助事業者は、適正化法、適正化法施行令(昭和３０年政令第２５５号)及び交付要綱の規定に従わなければならない。
担当者氏名
連　絡　先

（様式３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       補助事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       代表者氏名　　　　　　　　　　  　　


令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
交付申請取下書


　　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　号で補助金の交付決定を受けた令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第９条及び文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第７条の規定に基づき、補助金の交付の申請を下記のとおり取り下げます。

記

１．交付決定通知書の受領年月日　　　令和　　年　　月　　日

２．補助金の交付の申請の取下げを希望する理由


（様式４）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        補助事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        代表者氏名　　　　　　　　　　  　　


令和　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
計画変更承認申請書

　  令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で補助金の交付の決定を受けた下記事業について、別紙のとおり事業の内容を変更したいので、承認くださるよう文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第９条の規定に基づき、申請します。

記

	事業の区分


	

	事業の名称

	

	変更する理由

	

	変更となる内容

	




（注）該当部分について、変更前、変更後の金額を確認できる資料（収支予算書等）を添付すること。

担当者氏名
連　絡　先

（様式５）

第　　号

補助金交付決定変更通知書

                                                     　　　　　　　　　 （補助事業者名）


　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で計画変更承認申請のあった令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第１０条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号の交付決定を次のとおり変更して交付することに決定したので、適正化法第１０条第４項の規定により通知する。



　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁長官

１．この補助金の変更交付の対象となる事業は、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号（以下「申請書」という。）で申請のあった事業とし、その内容は申請書記載のとおりとする。

２．この変更交付決定に伴い、前記１の事業に係る補助対象経費及び補助金の額並びに総経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は、次のとおりとする。
　    補助対象経費及び補助金の額
　　　　　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　補助金の額　　　　　　　　　　　　　円（補助率　　　）
　　　　　今回変更する補助金の額    　　　                円

３．上記のほか補助金の額の確定の方式、交付条件等は、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号の交付決定通知書の第３項から第５項までのとおりとする。

（注）用紙は日本産業規格Ａ４とする。


（様式６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　  　


令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
補助事業中止・廃止承認申請書

　  令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で補助金の交付の決定を受けた補助事業について、下記のとおり中止・廃止したいので、承認くださるよう文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１０条の規定に基づき、申請します。

記

	事業の区分


	

	事業の名称

	

	中止・廃止をする理由

	

	事業の実施状況

	




（様式７）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　  　　


令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
補助事業遅延届

令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で補助金の交付の決定を受けた補助事業について、下記のとおり所定の期間内に終えることが困難となりましたので、文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１２条の規定により届け出ます。

記

	事業の区分


	

	事業の名称

	

	遅延する理由

	

	事業の実施状況

	




（様式８）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

文化庁長官　殿

補助事業者
所  在  地
代表者氏名　　　　　　　　　　  　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
実績報告書

　  令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で補助金の交付の決定を受けた下記の事業の実績について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１４条及び文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１４条の規定により、下記のとおり報告します。

記

	事業の区分
	

	事業の名称
	　

	補助事業の実施期間
	　令和　年　月　日～令和　年　月　日




添付書類
（１）収支決算書（委託費等の内訳書も含む。）
（２）支出証拠書類（契約書、領収証等）
（３）事業の成果書類（ポスター、新聞記事等）
（４）その他

（様式９）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     第　　　　　   号




令和　　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）
額の確定通知書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者名）


令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で実績報告のあった事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条及び文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり額を確定します。


　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁長官　　　　　　　


記


確定額　　　　　　　　　　　　　　円













（様式１０）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿


補助事業者
所  在  地
代表者氏名　　　　　　　　　　  　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
             

補助事業状況報告書


　  令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で補助金の交付の決定を受け施行中の補助事業について、文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１６条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記


	事業の区分
	


	事業の名称
	

	補助事業の実施期間
	令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（予定）

	補助事業の実施状況
	


	補助事業に要する経費の状況
	予算額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
	支出済額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	備考





（様式１１）担当者氏名
連　絡　先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第            号
令和  年  月  日

　　文化庁長官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　  　


令和　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）に係る
消費税等仕入控除額確定報告書

　  令和　　年　　月　　日付け第　　号で補助金の交付の決定を受けた下記事業について、文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）交付要綱第１７条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記
	事業の区分
	


	事業の名称

	

	補助金の額（交付要綱第１５条第１項による額の確定額）
	　　　　　　　　円

	補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

	　　　　　　　　円

	消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
	　　　　　　　　円




担当者氏名
連　絡　先

（様式１２）

令和　年度文化資源活用事業費補助金（博物館等所有文化財の公開促進支援事業）　補助金調書

（地方公共団体名）
文部科学省所管
	国
	地方公共団体
	備考

	歳出
予算
科目
	交付
決定
の額
	補助率
	歳入
	歳出
	

	
	
	
	科目
	予算
現額
	収入
済額
	科目
	予算
現額
	うち
国庫
補助金
相当額
	支出
済額
	うち
国庫
補助金
相当額

	

	（項）○○
（目）○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


・「地方公共団体」の「科目」は、歳入にあっては、款、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記載すること。
・「予算現額」は、歳入にあっては当初予算額、追加更生予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、追加更生予算額、予備費支出額、流用増減額等の区分を明らかにして記載すること。
・「備考」は、参考となるべき事項を適宜記載すること。

担当者氏名
連　絡　先


